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令和６年度 千葉市内部統制評価報告書 

 

千葉市長神谷俊一は、地方自治法第 150条第４項の規定による評価を行い、同項に

規定する報告書を次のとおり作成しました。 

 

１ 内部統制の整備及び運用に関する事項 

千葉市長神谷俊一は、本市の内部統制の整備及び運用に責任を有しており、「千葉

市内部統制基本方針」を策定し、この方針に基づき財務に関する事務に係る内部統

制体制の整備及び運用を行っています。 

なお、内部統制は、内部統制の目的の達成を阻害する全てのリスクを防止し、又

は、当該リスクの顕在化を適時に発見することができない可能性があるとされてい

ますが、本市では、内部統制の目的を合理的な範囲で達成すべく、常に取組を検証

し、必要な見直しと改善を重ね、日常的かつ継続的な取組へと発展させることとし

ています。 

 

２ 評価手続 

令和６年度を評価対象期間とし、令和７年３月 31日を評価基準日として、「地方

公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」（平成 31年３月総務省

公表。令和６年３月改定。）に準拠し、財務に関する事務に係る内部統制の評価を実

施しました。 

 

３ 評価結果 

上記評価手続のとおり評価作業を実施した限りにおいて、評価対象期間中の運用

上の重大な不備を把握したため、本市の財務に関する事務に係る内部統制は評価対

象期間において有効に運用されていないと判断しました。当該運用上の重大な不備

は、保健体育課において、組織としての書類管理や事業の進捗管理の不徹底、及び、

支払期限を確認せず複数の支払いをまとめて行う運用の常態化により、複数事業者

に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）に規

定する支払時期を超える支払いを繰り返したものです。また、同課において、毎月

の納品数量を指定した委託契約について、年度中に必要数量が納品数量を上回った

際、契約を変更せず事業者へ追加発注を行う等した事案も発生し、事業者に不利益

を生じさせ、本市における大きな信用の低下を招いたものです。 

 

４ 不備の是正に関する事項 

保健体育課においては、今後の再発防止に向け、書類の指定場所への保管を再度

徹底するとともに、進捗管理表の作成、庶務担当者による定期的な財務状況の確認

等、経理処理の適正化に向けた組織的な進捗管理の更なる徹底を図っています。 
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なお、その他の不備については、発生した課等において是正措置を講じているほ

か、全庁向けに事例紹介することにより、リスクの再発防止に努めています。 

 

５ その他（病院局における内部統制の評価結果） 

（１）病院局における内部統制の整備及び運用 

病院局は、地方公営企業法（昭和 27年法律第 292号）第７条の規定に基づき管

理者（病院事業管理者）を置いていることから、市長による内部統制に関する方

針及び内部統制体制の整備等の直接の対象とはなりませんが、市長による内部統

制に準じて独自に内部統制に取り組んでいます。 

 

（２）病院事業管理者による評価結果 

市長が行う評価手続に準拠して評価作業を実施した限りにおいて、病院局の財

務に関する事務に係る内部統制は、評価基準日において有効に整備され、また、

業務レベルの内部統制に関する運用上の不備が把握されたものの、重大な不備に

該当するレベルではないことから、評価対象期間において有効に運用されている

との判断がなされています。 

 

 

 

令和７年５月２７日              千葉市長 神谷 俊一 
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１ 本市の内部統制体制 

（１）全庁的な体制の整備 

ア 実務的な責任者の設置 

本市における内部統制の最終的な責任者である市長の下、局区等の長を中心

に局区等の単位で内部統制に取り組むこととし、総務局長が各局区等の内部統

制体制の整備及び運用に関する調整等を行うこととしています。 

また、局区等内の各所属長は、所掌する業務に関するリスク対応策の整備に

係る責任者として、リスクが生じた場合の影響度や発生可能性といったリスク

の重要性を踏まえて必要なリスク対応策を講じることとしています。 

このほか、全庁にわたり共通して適用される制度などを設計・所管する部署

（制度所管課）は、費用対効果を踏まえつつ、課等におけるリスク発生の低減

及び効率的な業務の遂行の観点から、所管する制度や既存の情報システムを適

宜見直すこととしているほか、研修や啓発の実施により職員の知識の向上を図

る役割を担うこととしています。 

 

イ 千葉市内部統制委員会の設置 

市長を委員長とする局長級の会議体として千葉市内部統制委員会を設け、内

部統制に係る市長の意識の共有、局区等相互間の連絡調整及び情報共有を図る

とともに、内部統制の推進及び評価に関して必要な事項を審議することとして

います。 

＜参考＞ 千葉市内部統制委員会の開催実績（令和６年度）  

開催日 議題等 

第１回 

(令和６年５月 28日) 

① 令和５年度千葉市内部統制評価報告書について 

第２回 

(令和６年 11 月 27 日 

書面開催) 

①令和６年度上半期の運用状況について 

②令和７年度の内部統制対象事務と重点取組リスクについて 

③令和６年度下半期の予定について 

 

ウ 内部統制推進担当・内部統制評価担当の設置 

（ア）内部統制推進担当 

総務局情報経営部業務改革推進課内に内部統制推進担当を置き、内部統制

体制の整備及び運用を全庁的に推進するための方策の検討や情報提供のほか、

リスク発生時における再発防止策の検証などを行うこととしています。 

 

（イ）内部統制評価担当 

総務局情報経営部業務改革推進課内に内部統制評価担当を置き、内部統制

の整備状況及び運用状況について評価を行うとともに、内部統制評価報告書



8 

 

を作成する役割を担うこととしています。 

 

（２）業務レベルの体制の整備 

課等では、「リスク管理シート」を用いて、ＰＤＣＡサイクル（リスク対応策の

検討・実行・評価・見直し）により、予見される業務上のリスクの発生防止に努

めることとしています。また、設定したリスク対応策を業務マニュアル等に反映

させることで、業務の標準化に努めることとしています。 

 

＜参考＞ 本市の内部統制体制図 
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２ 内部統制の評価 

「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」（平成 31年３

月総務省公表。令和６年３月改定。以下「ガイドライン」といいます。）では、全庁

的な内部統制の評価及び業務レベルの内部統制の評価を行うこととされており、本

市もこれに準拠して評価を行っています。 

 

（１）評価基準 

ア 内部統制の整備状況 

（ア）整備上の不備 

次のいずれかの状況にあるものは、整備上の不備があるものと評価します。 

ａ 内部統制が存在しない 

ｂ 整備された内部統制では、内部統制の目的を十分に果たすことができな

い 

ｃ 整備された内部統制が適切に適用されていない 

 

（イ）整備上の重大な不備 

整備上の不備のうち、全庁的な内部統制の評価項目に照らして著しく不適

切であり、市や市民等に対して大きな経済的・社会的な不利益を生じさせる

蓋然性が高いものは、整備上の重大な不備があるものと評価します。 

なお、整備上の重大な不備が認められたときは、当該重大な不備の内容や

原因、講じた是正措置の内容等を内部統制評価報告書に記載します。 

 

イ 内部統制の運用状況 

（ア）運用上の不備 

不適切な事項が実際に発生したことにより、結果として市や市民等に対し

て不利益を生じさせたものは、運用上の不備と評価します。 

 

（イ）運用上の重大な不備 

運用上の不備のうち、不適切な事項が実際に発生したことにより、結果的

に、市や市民等に対して大きな経済的・社会的不利益を生じさせたものは、運

用上の重大な不備と評価します。 

なお、運用上の重大な不備が認められたときは、当該重大な不備の内容や

原因、講じた是正措置の内容等を内部統制評価報告書に記載します。 

 

（２）内部統制の有効性の判断 

評価基準日において整備上の重大な不備が存在する場合又は評価対象期間にお

いて運用上の重大な不備が存在する場合、本市の内部統制対象事務に係る内部統

制は有効に整備又は運用されていないと判断します。 
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また、いずれにも該当しない場合には、本市の内部統制対象事務に係る内部統

制は、評価基準日において有効に整備され、また、評価対象期間において有効に

運用されていると判断します。 

 

（３）評価手続 

ア 全庁的な内部統制の評価 

ガイドラインの別紙１「地方公共団体の全庁的な内部統制の評価の基本的考

え方及び評価項目」と同一の評価項目を用い、内部統制評価担当が、必要に応

じて内部統制推進担当や関係部局に対してヒアリング等を行うことにより、全

庁的な内部統制の状況を明らかにして不備の有無を把握します。 

また、不備が認められたときは、当該不備が重大な不備に当たるかどうかに

ついて、内部統制評価担当が評価したうえで、千葉市内部統制委員会で決定し

ます。 

 

イ 業務レベルの内部統制の評価 

（ア）課等による自己評価 

課等は、「リスク管理シート」を用いて自ら設定したリスク対応策について、

その整備状況及び運用状況をそれぞれ次の観点で自己評価します。 

区分 自己評価の観点 

整備状況 

次の観点で、かつ評価基準日における状況をもって自己

評価します。 

ａ リスクの重要度に応じて、必要なリスク対応策を

設定しているか 

ｂ 設定したリスク対応策を実行しているか 

ｃ リスク対応策の過不足が見られた場合に、必要な

見直しを行っているか 

ｄ リスクが発生した場合に、リスク対応策について

必要な見直しを行っているか 

ｅ リスク対応策を見直した場合に、見直し後のリス

ク対応策を実行しているか 

運用状況 
評価対象期間において運用上の不備が発生したかどうか

で自己評価します。 

 

（イ）内部統制評価担当による評価 

課等が行った自己点検の結果を確認するとともに、内部統制推進担当が把

握した課等の整備状況及び運用状況の記録を確認し、必要に応じて内部統制

推進担当や関係部局に対してヒアリング等を行うことにより、課等における

リスク対応策の不備の有無を把握します。 
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また、不備が認められたときは、当該不備が重大な不備に当たるかどうか

について、内部統制評価担当が評価したうえで、千葉市内部統制委員会で決

定します。 

 

（４）評価結果 

ア 全庁的な内部統制の評価 

全庁的な内部統制の評価項目のそれぞれに対応する全庁的な内部統制の整

備・運用状況は下表のとおりであり、重大な不備は認められないことから、全

庁的な内部統制については、評価基準日において有効に整備され、また、評価

対象期間において有効に運用されていると判断しました。 

 

【基本的要素】統制環境 
１ 長は、誠実性と倫理観に対する姿勢を表明しているか。 

評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

1-1 長は、地方公共団

体が事務を適正に管

理及び執行する上

で、誠実性と倫理観

が重要であること

を、自らの指示、行

動及び態度で示して

いるか。 

・「千葉市長の政治倫理に関する条例」、「千葉市長の

政治倫理に関する条例施行規則」を制定し、自らの

政治倫理基準を明らかにするとともに、「千葉市職

員倫理条例」、「千葉市職員倫理規則」を制定し、職

員が遵守すべき職務に係る倫理原則を定めている。 

・全庁職員に向けて「綱紀の保持について（依命通達）」

を適宜発出し、公務員倫理の周知徹底を図っている。 

  

不備なし 

1-2 長は、自らが組織

に求める誠実性と倫

理観を職員の行動及

び意思決定の指針と

なる具体的な行動基

準等として定め、職

員及び外部委託先、

並びに、住民等の理

解を促進している

か。 

・職員が遵守すべき職務に係る倫理原則を「千葉市職

員倫理条例」に定め、これを公示している。 

・職員に対し、「綱紀の保持について（依命通達）」や

「千葉市職員の心構えについて」を発出している。

なお、「千葉市職員の心構えについて」の発出に合わ

せ、「コンプライアンス自己チェックシート」の実施

を指示している。  

不備なし 

1-3 長は、行動基準

等の遵守状況に係る

評価プロセスを定

め、職員等が逸脱し

た場合には、適時に

それを把握し、適切

に是正措置を講じて

いるか。 

・人事考課（地方公務員法に基づく人事評価）におい

て、職員の倫理を能力考課の考課項目としている。 

・職員の倫理を監理する者として局区等に「千葉市服

務管理者等設置要綱」に基づき服務管理者を配置し、

不祥事等が発生したときは、服務管理者及び総括服

務管理者へ報告し、また、服務管理者、服務管理推進

員及び所属長が連携して再発防止策を講じることと

している。 

・職務上の義務違反や全体の奉仕者たるにふさわしく

ない非行があった場合は、「職員の懲戒の手続及び

効果に関する条例」、「職員の懲戒の手続及び効果に

関する規則」及び「懲戒処分の指針」等に基づき、懲

戒処分を行っている。 

不備なし 
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２ 長は、内部統制の目的を達成するに当たり、組織構造、報告経路及び適切な権限と責

任を確立しているか。 
評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

2-1 長は、内部統制の

目的を達成するため

に適切な組織構造に

ついて検討を行って

いるか。 

・事務分掌や決裁に関する条例・規則等を制定し、役割

や責任、権限を明確に設定するとともに、必要に応

じてこれを見直している。 

・本市では、内部統制導入前から「局」を単位とする部

門管理体制が築かれていることから、内部統制につ

いても局を単位とした取組を基本としつつ、市長を

トップとする局長級の会議（千葉市内部統制委員会）

を設け、局区間の情報共有や重要事項の審議をでき

るようにしている。 

・全庁的な内部統制の推進を図るための内部統制推進

担当、内部統制の評価を行う内部統制評価担当をそ

れぞれ業務改革推進課に置くとともに、評価の独立

性が損なわれないよう、課内の担当職員及び専決者

を分けている。また、全庁にわたり共通して適用さ

れる制度などを設計・所管する課等（以下「制度所管

課」という。）の長の職務を定め、全庁的な視点でリ

スク低減に向けた取組を進められるようにしてい

る。 

不備なし 

2-2 長は、内部統制の

目的を達成するた

め、職員、部署及び

各種の会議体等につ

いて、それぞれの役

割、責任及び権限を

明確に設定し、適時

に見直しを図ってい

るか。 

・「千葉市事務分掌条例」及び「千葉市事務分掌規則」

等により、各課等の所掌事務を明らかにするととも

に、「千葉市決裁規程」等により意思決定をする際の

専決者を明らかにしている。 

・局区単位での内部統制体制の整備及び運用を適切に

行えるよう、局区等の長、主管課長及び所属長の職

務について、それぞれ「千葉市内部統制実施要綱」に

定めている。また、市長をトップとする局長級の会

議（千葉市内部統制委員会）の役割や、制度所管課の

長の職務、総務局長の職務、内部統制推進担当の職

務、内部統制評価担当の職務についても、当該要綱

に定めている。 

不備なし 

 

３ 長は、内部統制の目的を達成するにあたり、適切な人事管理及び教育研修を行ってい

るか。 

評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

3-1 長は、内部統制の

目的を達成するため

に、必要な能力を有

する人材を確保及び

配置し、適切な指導

や研修等により能力

を引き出すことを支

援しているか。 

・人材公募制度や自己申告制度により、職員の納得性

の向上と適材適所の人員配置の両立を図るととも

に、採用後、一定の期間内に異なる分野の職場を２

か所以上経験するというローテーションを原則とす

ることで、一人ひとりの能力や適性を見出している。 

・職員の能力を引き出すことを支援するため、「千葉市

職員研修規程」に基づき、集合研修、部門研修、職場

研修、自主研修及び派遣研修を行っている。 

不備なし 
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3-2 長は、職員等の内

部統制に対する責任

の履行について、人

事評価等により動機

付けを図るととも

に、逸脱行為に対す

る適時かつ適切な対

応を行っているか。 

・人事考課制度により職員の能力や業績を給与に反映

させることで、責任の履行に係る動機づけを図って

いる。 

・内部統制対象事務に関する逸脱行為については、「千

葉市内部統制実施要綱」に基づき、所属長が局区等

の長と連携して速やかに再発防止策を講じることと

している。 

不備なし 

 

 

【基本的要素】リスクの評価と対応 

４ 組織は、内部統制の目的に係るリスクの評価と対応ができるように、十分な明確さを

備えた目標を明示し、リスク評価と対応のプロセスを明確にしているか。 

評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

4-1 組織は、個々の業

務に係るリスクを識

別し、評価と対応を

行うため、業務の目

的及び業務に配分す

ることのできる人員

等の資源について検

討を行い、明確に示

しているか。 

・千葉市定員適正化計画により、職員を重点的に配置

する職場を明らかにしているほか、各課等の職員配

置は、担当別職務分担表を用いて所属職員の事務分

掌や分担割合を明らかにしたうえで、局区ごとに作

成される職員配置計画に基づき、局区内での調整を

基本とする職員配置を行っている。 

不備なし 

4-2 組織は、リスクの

評価と対応のプロセ

スを明示するととも

に、それに従ってリ

スクの評価と対応が

行われることを確保

しているか。 

・内部統制推進担当において、「千葉市内部統制整備・

運用マニュアル」を策定し、リスクの洗い出し、評価

及び対応策の検討方法等について、全庁に周知して

いる。 

・各課等が作成したリスク管理シートは、局区等の主

管課が確認・とりまとめをしたうえで、内部統制推

進担当に提出することとしている。 

・各課等が作成したリスク管理シートは、内部統制推

進担当が縦覧点検し、各課等が設定したリスクやリ

スク対応策に疑義あるものがある場合には、リスク

の評価と対応の考え方を示し、再検討を求める等し

ている。 

不備なし 
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５ 組織は、内部統制の目的に係るリスクについて、それらを識別し、分類し、分析し、評

価するとともに、評価結果に基づいて、必要に応じた対応をとっているか。 

評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

5-1 組織は、各部署に

おいて、当該部署に

おける内部統制に係

るリスクの識別を網

羅的に行っている

か。 

・財務に関するリスクを網羅的に捕捉するため、内部

統制推進担当が制度所管課と連携して千葉市リスク

一覧表を作成している。また、各課等が特に重要度

の高いリスクから意識的に取り組めるよう、全庁的

に生じ得ると想定されるリスクの中から、特に誤り

が発生しやすいものや実際に発生したときの影響度

が高いもの等を重点取組リスクとして設定し、各課

等に示している。 

不備なし 

5-2 組織は、識別され

たリスクについて、

以下のプロセスを実

施しているか。 

1) リスクが過去に経

験したものであるか

否か、全庁的なもの

であるか否かを分類

する 

2) リスクを質的及び

量的（発生可能性と

影響度）な重要性に

よって分析する 

3) リスクに対してい

かなる対応策をとる

かの評価を行う 

4) リスクの対応策を

具体的に特定し、内

部統制を整備する 

１）各課等では、「千葉市内部統制整備・運用マニュア

ル」に規定するリスク管理シートを用いてリスク対

応策を整備するにあたり、過去に経験したリスクが

あるかどうかを確認している。 

２）想定されるリスクのうち、全庁的に発生する頻度

の高いリスクや発生したときの影響度が大きいリス

ク等については、重点取組リスクとして各課等に示

している。また、重点取組リスク以外のリスクにつ

いては、各課等が「千葉市内部統制整備・運用マニュ

アル」に沿ってリスクの質的・量的な重要性を見積

もっている。 

３）2)の結果、優先的に対応策を講じる必要性が高い

と評価したリスク等については、各課等において、

所掌する業務に照らし、リスク管理の対象とする業

務を明らかにしている。 

４）内部統制推進担当は、制度所管課の意見等を参考

にしながら各課等に対してリスク対応策を例示し、

各課等では、当該例示などを参考に、リスク対応策

を整備している。 

  なお、リスク対応策は、リスク管理シートにより

管理することとしており、令和６年度においては、

財務事務を執行するすべての課等においてリスク管

理シートが作成されている。  

不備なし  

5-3 組織は、リスク対

応策の特定に当たっ

て、費用対効果を勘

案し、過剰な対応策

をとっていないか検

討するとともに、事

後的に、その対応策

の適切性を検討して

いるか。 

・「千葉市内部統制基本方針」において、「費用対効果

を踏まえて過度な対応とならないよう留意しつつ業

務に潜むリスクの低減に向けた対策を講じる」こと

を示している。 

・令和６年７月には、各課等が作成したリスク管理シ

ートを内部統制推進担当が確認し、各課等が設定し

たリスク対応策に疑義等が見られた 60 の課等に対

し、再検討を求めている。 

・リスク発生の報告があった事案については、各課等

でリスク対応策の見直しや必要な再発防止策の検討

を行っているほか、内部統制推進担当が中心となっ

て、リスク発生前の対応策の実施状況やリスク発生

後の再発防止策の実施状況を確認し、必要に応じて

再発防止策の再検討等を促している。  

不備なし 
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６ 組織は、内部統制の目的に係るリスクの評価と対応のプロセスにおいて、当該組織に

生じうる不正の可能性について検討しているか。 

評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

6-1 組織において、自

らの地方公共団体に

おいて過去に生じた

不正及び他の団体等

において問題となっ

た不正等が生じる可

能性について検討

し、不正に対する適

切な防止策を策定す

るとともに、不正を

適時に発見し、適切

な事後対応策をとる

ための体制の整備を

図っているか。 

・過去に発生した不適正経理や官製談合といった重大

な不祥事は、重点取組リスクに位置づけるとともに、

再発防止に向けた取組として過去発出した通知をま

とめ、全庁各課に示している。 

・各課等が作成するリスク管理シートは、過去のリス

ク発生の有無を記載する仕様とすることで、課等に

おいて過去に発生した不祥事やその再発防止策の確

認を促している。 

・「千葉市内部統制実施要綱」には、所属長の職務とし

て、内部統制体制の整備・運用状況を定期的に確認

すること、リスクが発生したときは局区等の長に報

告のうえ再発防止策を講じることを定め、不正を適

時に把握し、かつ適切な事後対応策をとるための体

制を整備している。 

不備なし 

 

 

【基本的要素】統制活動 

７ 組織は、リスクの評価及び対応において決定された対応策について、各部署における

状況に応じた具体的な内部統制の実施とその結果の把握を行っているか。 

評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

7-1 組織は、リスク

の評価と対応にお

いて決定された対

応策について、各

部署において、実

際に指示通りに実

施されているか。 

・所属長の職務として、所掌する業務に係る内部統制体

制の整備及び運用の状況を定期的に確認することを

「千葉市内部統制実施要綱」に定めており、年２回、

リスク対応策の整備・運用状況について自己評価した

結果を内部統制推進担当に報告することとしている。

なお、令和６年度においては、財務事務を執行するす

べての課等から、自己評価の報告がなされている。 

 

・令和６年 12月 31日現在では、設定したリスク対応策

や再発防止策を実施できていないなど、リスク対応が

行なえていないものが延べ３の課等で確認されたが、

令和７年３月 31 日現在においては、新たにリスクの

発生が確認された事案を除き、すべて実施されている

ことを確認している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

不備なし 
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評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

7-2 組織は、各職員

の業務遂行能力及

び各部署の資源等

を踏まえ、統制活

動についてその水

準を含め適切に管

理しているか。 

・事案の処理に関する意思決定は、処理する事案の重要

度に応じて決裁が受けられるよう、「千葉市決裁規程」

に、処理する事案に応じた専決者を定めている。 

・財務事務については、「千葉市予算会計規則」に基づ

く経理主任による支出負担行為伺書等の審査や会計

管理者による支出の決定、「千葉市物品会計規則」に

基づく契約課による物品調達など、不正又は誤謬等の

行為が発生するリスクを減らすための職務の分担を

図っている。 

・制度所管課は、重点取組リスクに関し、各課等が講じ

るリスク対応策の参考となるよう対応策例を提示し

ているほか、庁内向けの通知である「適正な入札・契

約の執行について」の発出など、所管する制度やルー

ル等について、全庁的なリスク発生の低減及び効率的

な業務の遂行の観点で必要な見直しを行なっている。 

不備なし 

 

８ 組織は、権限と責任の明確化、職務の分離、適時かつ適切な承認、業務の結果の検討等

についての方針及び手続を明示し適切に実施しているか。 

評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

8-1 組織は、内部統

制の目的に応じ

て、以下の事項を

適切に行っている

か。 

1) 権限と責任の明

確化 

2) 職務の分離 

3) 適時かつ適切な

承認 

4) 業務の結果の検

討 

1)権限と責任の明確化 

・権限と責任の明確化を図るため、「千葉市事務分掌規

則」、「千葉市決裁規程」、「千葉市予算会計規則」、

「千葉市物品会計規則」などを定めている。 

2)職務の分離 

・財務事務における職務の分離として、「千葉市予算会

計規則」に基づく経理主任による支出負担行為伺書等

の審査や会計管理者による支出の決定、「千葉市物品

会計規則」に基づく契約課等による物品調達などが行

われている。 

3)適時かつ適切な承認 

・適時・適切な承認を行うため、「千葉市決裁規程」等

に基づく承認手続は内部管理システムを用いて行っ

ている。 

4)業務の結果の検討 

・自己評価の結果を踏まえて、リスク管理シートの見直

しを検討している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

不備なし 
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評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

8-2 組織は、内部統

制に係るリスク対

応策の実施結果に

ついて、担当者に

よる報告を求め、

事後的な評価及び

必要に応じた是正

措置を行っている

か。 

・所属長の職務として、所掌する業務に係る内部統制体

制の整備・運用の状況を定期的に確認すること及びリ

スクが発生したときは必要な再発防止策を講じたう

えで内部統制推進担当に報告することを「千葉市内部

統制実施要綱」に定めており、自己評価については年

２回、リスク発生事案については随時、内部統制推進

担当に報告することとしている。 

 なお、令和６年度においては、財務事務を執行するす

べての課等から自己評価の報告がなされている。 

・各課等では、自己評価によるリスク対応策の実施状況

の振り返りやリスクの発生状況を踏まえ、適宜リスク

対応策の見直しを行っている。 

・リスク発生の報告があった事案については、内部統制

推進担当が中心となってリスク発生前の対応策の実

施状況やリスク発生後の再発防止策の実施状況を確

認しており、今後も継続する事業については、報告の

あったいずれの課等においても再発防止に向けた措

置を講じていることを確認している。 

不備なし 

 

 

【基本的要素】情報と伝達 

９ 組織は、内部統制の目的に係る信頼性のある十分な情報を作成しているか。 

評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

9-1 組織は、必要な

情報について、信

頼ある情報が作成

される体制を構築

しているか。 

・「千葉市公文書管理規則」に基づき所管課に文書主任

及び文書副主任を置くなど必要な体制を構築してい

る。 

・事案の意思決定に当たっては、原則として文書管理シ

ステムにより起案して行わなければならないことを

「千葉市公文書管理規則」に定めている。 

不備なし 

9-2 組織は、必要な

情報について、費

用対効果を踏まえ

つつ、外部からの

情報を活用するこ

とを図っている

か。 

・国や地方自治体の政策情報を入手するため新聞購読や

通信社からの情報配信サービス等を活用したり、市民

等からの意見や情報等を市政に反映させるため「市長

への手紙」や「ちばレポ」を活用したりしている。 

・外部からメール等で送られた情報は、ＣＨＡＩＮＳの

庁内掲示板やメールを活用して関係者間での情報共

有を図っている。 

不備なし 

9-3 組織は、住民の

情報を含む、個人

情報等について、

適切に管理を行っ

ているか。 

・個人情報の適正な取扱いの確保を図るため、「千葉市

個人情報の保護に関する法律施行条例」、「千葉市個

人情報の保護に関する法律施行細則」及び「千葉市の

保有する個人情報の適切な管理のための措置に関す

る指針」を定めているほか、個人情報を含む情報のセ

キュリティ対策を実施するため、「千葉市情報セキュ

リティ対策基本方針」及び「千葉市情報セキュリティ

対策基準」を定めている。 

・外部に送信するメールは自動的にＢＣＣ送信されるよ

う仕様を改めるなど、ヒューマンエラーによるメール

アドレスの漏えい防止に向けた対策も講じている。 

不備なし 
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10 組織は、組織内外の情報について、その入手、必要とする部署への伝達及び適切な管

理の方針と手続を定めて実施しているか。 

評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

10-1 組織は、作成

された情報及び外

部から入手した情

報が、それらを必

要とする部署及び

職員に適時かつ適

切に伝達されるよ

うな体制を構築し

ているか。 

・作成又は入手した情報について、それらを必要とする

関係部署及び職員間で、それぞれ適時・適切に共有す

るため、ＣＨＡＩＮＳ庁内掲示板や全庁フォルダ等を

整備・運用している。 

・全庁に共通する事務に関するマニュアルや通知類は、

適時に適切な情報を取得できるようＣＨＡＩＮＳポ

ータルの「庁内マニュアルリンク集」に掲載している。 

不備なし 

10-2 組織は、組織

内における情報提

供及び組織外から

の情報提供に対し

て、かかる情報が

適時かつ適切に利

用される体制を構

築するとともに、

当該情報提供をし

たことを理由とし

て不利な取扱いを

受けないことを確

保するための体制

を構築している

か。 

・組織内外からの公益通報を適切に取り扱うため、「千

葉市職員等からの公益通報に関する要綱」を定め、公

益通報の窓口や公益通報を受け付けたときの対応な

どを明らかにしている。 

・公益通報者が不利益な取扱いを受けないよう、「千葉

市職員等からの公益通報に関する要綱」で、不利益取

扱いの禁止を定めるとともに、不利益な取扱いを受け

た職員等はその旨を申し出ることができることとし

ている。 

不備なし 

 

 

【基本的要素】モニタリング 

11 組織は、内部統制の基本的要素が存在し、機能していることを確かめるために、日常

的モニタリング及び独立的評価を行っているか。 

評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

11-1 組織は、内部

統制の整備及び運

用に関して、組織

の状況に応じたバ

ランスの考慮の下

で、日常的モニタ

リングおよび独立

的評価を実施する

とともに、それに

基づく内部統制の

是正及び改善等を

実施しているか。 

  

・各課等が年２回自己評価を行うとともに、内部統制推

進担当が把握した各課等の状況を踏まえ、内部統制評

価担当が独立的評価を実施している。 

・「千葉市予算会計規則」に基づく経理主任による支出

負担行為伺書等の審査や会計管理者による支出の決

定、「千葉市物品会計規則」に基づく会計管理者によ

る物品の出納保管に関する検査なども行っている。 

  

不備なし 



19 

 

評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

11-2 モニタリング

又は監査委員等の

指摘により発見さ

れた内部統制の不

備について、適時

に是正及び改善の

責任を負う職員へ

伝達され、その対

応状況が把握さ

れ、モニタリング

部署又は監査委員

等に結果が報告さ

れているか。 

・「千葉市内部統制実施要綱」において、所属長は、リ

スクの発生を認知したときは、速やかに局区等の長に

報告のうえ、講じた再発防止策とともに、内部統制推

進担当へ報告することとしており、令和６年度は、延

べ１，９２２件の運用上の不備が報告されている。 

 なお、これら運用上の不備に係る情報は、制度所管課

に情報提供しているほか、監査委員事務局にも定期的

に報告している。 

・監査委員による監査における指摘事項は、所管部署に

伝達され是正及び再発防止に取り組んでいる。また、

講じた措置の結果については、監査委員への報告が行

われている。 

不備なし 

 

 

【基本的要素】ＩＣＴへの対応 

12 組織は、内部統制の目的に係るＩＣＴ環境への対応を検討するとともに、ＩＣＴを利

用している場合には、ＩＣＴの利用の適切性を検討するとともに、ＩＣＴの統制を行っ

ているか。 

評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

12-1 組織は、組織

を取り巻く ICT 環

境に関して、いか

なる対応を図るか

についての方針及

び手続を定めてい

るか。 

・「千葉市電子情報処理規程」において、「職員は、電

子情報の処理にあたっては、個人情報の保護に万全の

措置を講ずるとともに、市民にとって適切で効率的な

行政運営が確保されるように努めなければならない」

ことを定めている。 

不備なし 

12-2 内部統制の目

的のために、当該

組織における必要

かつ十分な ICT の

程度を検討した上

で、適切な利用を

図っているか。 

・情報システムの適切な利用を確保するため、情報シス

テムの開発(大規模な変更及び更新を含む。)を行おう

とするときは、「千葉市電子情報処理規程」に基づき、

①市民サービスの向上、②経費の節減効果、③事務処

理の効率化及び簡素化、④既存の情報システムの活用

及び⑤情報セキュリティの確保について調査検討を

行ったうえで、CIO補佐監と協議している。 

不備なし 

12-3  組織は、 ICT 

の全般統制とし

て、システムの保

守及び運用の管

理、システムへの

アクセス管理並び

にシステムに関す

る外部業者との契

約管理を行ってい

るか。  

・情報セキュリティ対策を統一的に実施するため「千葉

市情報セキュリティ対策基準」を定め、これに従って

管理を行っている。 

・「「業務委託」及び「外部サービスの利用」における

注意事項について」により、業務委託先事業者や外部

サービス提供事業者を選定する際の基準や、業務委託

を適切に管理するために整理・把握しておくべき事項

を示している。 

・「業務委託に係るガイドラインについて」及び「外部

サービス利用に係るガイドラインについて」により、

外部業者の選定や契約の締結にあたり整理・把握して

おくべき事項を示している。  

不備なし 
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評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

12-4  組織は、 ICT 

の業務処理統制と

して、入力される

情報の網羅性や正

確性を確保する統

制、エラーが生じ

た場合の修正等の

統制、マスター・デ

ータの保持管理等

に関する体制を構

築しているか。 

・財務事務の処理に用いられる財務会計システムは、入

力される情報の網羅性や正確性を確保するため、財務

会計システム操作マニュアルや操作研修テキストを

作成しているほか、財務会計システムへの必須の入力

項目は色付けされて表示され、当該項目の入力がなさ

れないと更新できない仕様とするなど、漏れや誤りの

防止に向けた機能を付加している。 

・その他財務会計システムを用いた決裁の過程で内容等

の誤りを把握した場合は、当該誤りを把握した者から

起案者へ差戻が行われ、適時修正を行っている。 

・「千葉市情報セキュリティ対策基準」において、情報

システムを所管する課等の長の責務として、情報シス

テムに障害が生じた場合の措置、電子情報のバックア

ップに関することを定めている。 

不備なし 
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イ 業務レベルの内部統制の評価 

（ア）整備状況 

各課等における自己評価（暫定）を実施した令和６年 12月末日時点では

設定したリスク対応策を実施できていない等の不備が確認されましたが、

評価基準日時点で改善が図られていました。また、評価基準日時点で確認さ

れた若干数の不備について、全庁的な評価項目に照らして著しく不適切と

認められるほどの重大な不備は確認されなかったことから、評価基準日に

おいて有効に整備されていると判断しました。 

 

＜参考＞各時点における整備上の不備件数 
 

暫定評価時点（令和６年 12月末日時点） 

対象部署数 

整備上の不備が確認された部署の数（延べ数） 
※（ ）内は整備上の不備が確認されたリスクの延べ数 

 

適切なリ
スク対応
策を設定
していな
い 

設定した
リスク対
応策を実
施できて
いない 

リスク対
応策に過
不足があ
ったが、
必要な見
直しを行
っていな
い 

リスクが
発生した
が、リス
ク対応策
を見直し
ていない 

リスク発
生後に見
直したリ
スク対応
策を実施
できてい
ない 

276  
3 
(3) 

1 
(1) 

1 
(1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(1) 

 
確定評価時点（令和７年３月末日時点） 

276  
1 

(1) 

1 

(1)  

0 

(0)  

0 

(0)  

0 

(0) 

0 

(0) 

 

（イ）運用状況 

a 全体概要 

評価対象期間中において、１，９２２件の運用上の不備があることを確

認しました（類型別の件数は下表参照）。 

これら運用上の不備について、事案ごとに重大な不備に当たるかどうか

（大きな経済的・社会的不利益を生じさせたものと言えるかどうか）を検

討した結果、２事案が運用上の重大な不備と認められました。 

なお、運用上の重大な不備以外の不備については、発生した課等におい

て是正措置を講じているほか、全庁向けに事例紹介することにより、リス

クの再発防止に努めています。 
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＜参考＞運用上の不備の類型別発生件数 

（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 重大な不備について 

  本市で発生した運用上の重大な不備については以下のとおりです。 

＜事案１＞ 

（a） 重大な不備の内容及び原因 

保健体育課において、組織としての書類管理や事業の進捗管理の不

徹底、及び、支払期限を確認せず複数の支払いをまとめて行う運用の

常態化により、複数事業者に対し、政府契約の支払遅延防止等に関す

る法律（昭和 24 年法律第 256 号）に規定する支払時期を超える支払

いを繰り返していました。 

（b） 是正までの間に当該重大な不備により生じた影響 

令和６年７月から 12月にかけて延 55件の支払遅延を繰り返した結

果、当該事業者が加盟する組合から連絡を受け、事案が発覚するに至

ったものであり、事業者に不利益を生じさせ、本市に対する大きな信

用の低下を招いたものと考えます。 

（c） 講じた是正措置の内容及び措置後の内部統制 

同課では、請求書の収受及び処理期限の確認を複数人で行うとと

もに、進捗管理表を作成し複数人で管理及び運用をすることで、経

理処理の適正化に向けた組織的な進捗管理の徹底を図っています。 

 

 

類型 発生件数 

支出 支払遅延 １，４５１ 

支払額の誤り １４８ 

支払先の誤り ７９ 

二重支払 １８ 

収入 請求額の誤り １７２ 

 二重請求 ４ 

 請求先の誤り ２ 

契約 入札事務の誤り １５ 

契約事務の誤り １８ 

会計 会計処理の誤り １０ 

その他 ５ 

合計 １，９２２ 
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     ＜事案２＞ 

（a） 重大な不備の内容及び原因 

保健体育課において、年間の発注数や総額、月ごとの発注数を定め、

総価契約を締結した配布物の制作について、年度中に数量が不足した

際に、本来変更契約を交わす必要があるところ、意思決定を行わずに

事業者へ追加発注を行う等していました。 

（b） 是正までの間に当該重大な不備により生じた影響 

口頭での追加発注や発注中止を行ったことに加え、月ごとの支払

いにおける支払遅延や二重支払といった不適正な事務処理が、計 14

件発生しており、事業者に不利益を生じさせ、市に対する大きな信

用の低下を招いたものと考えます。 

 (c) 講じた是正措置の内容及び措置後の内部統制 

同課では、適正な財務処理やそれに係る意思決定の重要性につい

ての指導を改めて行い、事案１と同様に、経理処理の適正化に向け

た組織的な進捗管理の更なる徹底を図っています。 
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令和６年度 

 

千葉市病院局内部統制評価報告書 

【附属資料】 
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１ 病院局の内部統制 

 病院局は、地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第７条の規定に基づき管

理者（病院事業管理者）を置いていることから、市長による内部統制に関する方針

及び内部統制体制の整備等の直接の対象とはなりませんが、市長による内部統制に

準じて内部統制に取り組んでいます。 

なお、内部統制推進担当及び内部統制評価担当を経営企画課内に置いているほか、

評価基準等については市長による内部統制と同様であるため、記載を省略します。 

 

２ 内部統制の評価 

ガイドラインでは、全庁的な内部統制の評価及び業務レベルの内部統制の評価を

行うこととされており、病院局もこれに準拠して評価を行っています。 

 

（１）評価結果 

ア 全庁的な内部統制の評価 

全庁的な内部統制の評価項目のそれぞれに対応する全庁的な内部統制の整

備・運用状況は下表のとおりであり、重大な不備は認められないことから、全

庁的な内部統制については、評価基準日において有効に整備され、また、評価

対象期間において有効に運用されていると判断しました。 

 

【基本的要素】統制環境 
１ 長は、誠実性と倫理観に対する姿勢を表明しているか。 

評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

1-1 長は、地方公共

団体が事務を適正

に管理及び執行す

る上で、誠実性と

倫理観が重要であ

ることを、自らの

指示、行動及び態

度で示している

か。 

  

・「綱紀の保持について（依命通達）」を周知し、公務

員倫理の重要性を示している。 

不備なし 

1-2 長は、自らが組

織に求める誠実性

と倫理観を職員の

行動及び意思決定

の指針となる具体

的な行動基準等と

して定め、職員及

び外部委託先、並

びに、住民等の理

解を促進している

か。 

  

・「千葉市職員倫理条例」により、職員が遵守すべき職

務に係る倫理原則が定められているほか、「綱紀の保

持について（依命通達）」、「千葉市職員の心構えに

ついて」により、公務員倫理の理解促進を図っている。 

 

 

 

 

 

 

不備なし 
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評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

1-3 長は、行動基

準等の遵守状況に

係る評価プロセス

を定め、職員等が

逸脱した場合に

は、適時にそれを

把握し、適切に是

正措置を講じてい

るか。 

・人事考課（地方公務員法に基づく人事評価）において、

職員の倫理を能力考課の考課項目としている。 

・職員の倫理を監理する者として「千葉市病院局服務管

理者等設置要綱」に基づき服務管理者（局次長）を配

置し、不祥事等が発生したときは、所属長と連携して

再発防止策を講じることとしている。 

・職務上の義務違反や全体の奉仕者たるにふさわしくな

い非行があった場合は、「職員の懲戒の手続及び効果

に関する条例」、「職員の懲戒の手続及び効果に関す

る規則」及び「懲戒処分の指針」等に基づき、懲戒処

分を行っている。 

不備なし 

 
２ 長は、内部統制の目的を達成するに当たり、組織構造、報告経路及び適切な権限と責

任を確立しているか。 
評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

2-1 長は、内部統制

の目的を達成する

ために適切な組織

構造について検討

を行っているか。 

・事務分掌や決裁に関する条例・規則等を制定し、役割

や責任、権限を明確に設定するとともに、必要に応じ

てこれを見直している。 

・市長をトップとする局長級の会議（千葉市内部統制委

員会）に病院局もオブザーバーとして参加して、全庁

との情報共有等を行っている。 

・全庁的な内部統制の推進を図るための内部統制推進担

当、内部統制の評価を行う内部統制評価担当をそれぞ

れ経営企画課に置いている。 

不備なし 

2-2 長は、内部統制

の目的を達成する

ため、職員、部署及

び各種の会議体等

について、それぞ

れの役割、責任及

び権限を明確に設

定し、適時に見直

しを図っている

か。 

・「千葉市病院局事務分掌規程」等により、各課等（千

葉市病院局事務分掌規程第２条に定める課及び事務

局をいう。以下同じ。）の所掌事務を明らかにすると

ともに、「千葉市病院局決裁規程」等により意思決定

をする際の専決者を明らかにしている。 

・内部統制体制の整備及び運用を適切に行えるよう、「千

葉市内部統制実施要綱」を準用している。 

不備なし 

 

３ 長は、内部統制の目的を達成するに当たり、適切な人事管理及び教育研修を行ってい

るか。 

評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

3-1 長は、内部統制

の目的を達成する

ために、必要な能

力を有する人材を

確保及び配置し、

適切な指導や研修

等により能力を引

き出すことを支援

しているか。  

・人材公募制度や自己申告制度により、職員の納得性の

向上と適材適所の人員配置の両立を図るとともに、採

用後、一定の期間内に異なる分野の職場を２か所以上

経験するというローテーションを原則とすることで、

一人ひとりの能力や適性を見出している。 

・職員の能力を引き出すことを支援するため、「千葉市

病院局職員研修規程」に基づき、集合研修、部門研修、

職場研修、自主研修及び派遣研修を行っている。 

 

不備なし 



29 

 

評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

3-2 長は、職員等の

内部統制に対する

責任の履行につい

て、人事評価等に

より動機付けを図

るとともに、逸脱

行為に対する適時

かつ適切な対応を

行っているか。 

・人事考課制度により職員の能力や業績を給与に反映さ

せることで、責任の履行に係る動機づけを図ってい

る。 

・内部統制対象事務に関する逸脱行為については、「千

葉市内部統制実施要綱」に準じて、速やかに再発防止

策を講じることとしている。 

不備なし 

 

【基本的要素】リスクの評価と対応 

４ 組織は、内部統制の目的に係るリスクの評価と対応ができるように、十分な明確さを

備えた目標を明示し、リスク評価と対応のプロセスを明確にしているか。 

評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

4-1 組織は、個々の

業務に係るリスク

を識別し、評価と

対応を行うため、

業務の目的及び業

務に配分すること

のできる人員等の

資源について検討

を行い、明確に示

しているか。 

  

・各課等の職員配置は、担当別職務分担表を用いて所属

職員の事務分掌や分担割合を明らかにした上で、職員

配置計画に基づき職員配置を行っている。 

不備なし 

4-2 組織は、リスク

の評価と対応のプ

ロセスを明示する

とともに、それに

従ってリスクの評

価と対応が行われ

ることを確保して

いるか。 

  

・「千葉市内部統制整備・運用マニュアル」を準用して

いる。 

・各課等が作成したリスク管理シートは、内部統制推進

担当が縦覧点検し、各課等が設定したリスクやリスク

対応策に疑義がある場合には、リスクの評価と対応の

考え方を示し、再検討を求める等している。 

不備なし 

 

５ 組織は、内部統制の目的に係るリスクについて、それらを識別し、分類し、分析し、評

価するとともに、評価結果に基づいて、必要に応じた対応をとっているか。 

評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

5-1 組織は、各部署

において、当該部

署における内部統

制に係るリスクの

識別を網羅的に行

っているか。 

・特に誤りが発生しやすいものや実際に発生したときの

影響度が高いもの等を重点取組リスクとして設定し、

各課等に示している。 

 

 

 

 

 

不備なし 
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評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

5-2 組織は、識別さ

れたリスクについ

て、以下のプロセ

スを実施している

か。 

1) リスクが過去に

経験したものであ

るか否か、全庁的

なものであるか否

かを分類する 

2) リスクを質的及

び量的（発生可能

性と影響度）な重

要性によって分析

する 

3) リスクに対して

いかなる対応策を

とるかの評価を行

う 

4) リスクの対応策

を具体的に特定

し、内部統制を整

備する 

  

1）各課等では、「千葉市内部統制整備・運用マニュアル」

によるリスク管理シートを用いてリスク対応策を整

備するに当たり、過去に経験したリスクがあるかどう

かを確認している。 

2）想定されるリスクのうち、全庁的に発生する頻度の高

いリスクや発生したときの影響度が大きいリスク等

については、重点取組リスクとして各課等に示してい

る。また、重点取組リスク以外のリスクについては、

各課等が「千葉市内部統制整備・運用マニュアル」に

沿ってリスクの質的・量的な重要性を見積もってい

る。 

3）2)の結果、優先的に対応策を講じる必要性が高いと評

価したリスク等については、各課等において、所掌す

る業務に照らし、リスク管理の対象とする業務を明ら

かにしている。 

4）内部統制推進担当は、各課等の意見を参考にしながら

リスク対応策を例示し、各課等では、当該例示などを

参考に、リスク対応策を整備している。 

なお、リスク対応策は、リスク管理シートにより管理

することとしており、令和６年度においては、財務事

務を執行しているすべての課等においてリスク管理

シートが作成されている。 

不備なし  

5-3 組織は、リスク

対応策の特定に当

たって、費用対効

果を勘案し、過剰

な対応策をとって

いないか検討する

とともに、事後的

に、その対応策の

適切性を検討して

いるか。 

・「千葉市内部統制基本方針」を準用して、「費用対効

果を踏まえて過度な対応とならないよう留意しつつ

業務に潜むリスクの低減に向けた対策」を講じること

としている。 

・各課等が作成したリスク管理シートを内部統制推進担

当が確認し、各課等が設定したリスク対応策に疑義等

は見られなかった。 

・リスク発生の報告があった事案については、各課等で

リスク対応策の見直しや必要な再発防止策の検討を

行っているほか、内部統制推進担当が中心となって、

リスク発生前の対応策の実施状況やリスク発生後の

再発防止策の実施状況を確認し、必要に応じて再発防

止策の再検討等を促している。 

  

不備なし 
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６ 組織は、内部統制の目的に係るリスクの評価と対応のプロセスにおいて、当該組織に

生じうる不正の可能性について検討しているか。 

評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

6-1 組織において、

自らの地方公共団

体において過去に

生じた不正及び他

の団体等において

問題となった不正

等が生じる可能性

について検討し、

不正に対する適切

な防止策を策定す

るとともに、不正

を適時に発見し、

適切な事後対応策

をとるための体制

の整備を図ってい

るか。 

  

・本市で過去に発生した不適正経理や官製談合といった

重大な不祥事は、重点取組リスクに位置づけている。 

・各課等が作成するリスク管理シートは、過去のリスク

発生の有無を記載する仕様とすることで、課等におい

て過去に発生した不祥事やその再発防止策の確認を

促している。 

・「千葉市内部統制実施要綱」に準じ、所属長（課等の

長をいう。以下同じ。）の職務として、内部統制体制

の整備・運用状況を定期的に確認すること、リスクが

発生したときは局次長に報告の上、再発防止策を講じ

ることとし、不正を適時に把握し、かつ適切な事後対

応策をとるための体制を整備している。 

不備なし 

 

【基本的要素】統制活動 

７ 組織は、リスクの評価及び対応において決定された対応策について、各部署における

状況に応じた具体的な内部統制の実施とその結果の把握を行っているか。 

評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

7-1 組織は、リスク

の評価と対応にお

いて決定された対

応策について、各

部署において、実

際に指示通りに実

施されているか。 

・「千葉市内部統制実施要綱」に準じ、所属長の職務と

して、所掌する業務に係る内部統制体制の整備及び運

用の状況を定期的に確認することとし、年２回、リス

ク対応策の整備・運用状況について自己評価した結果

を内部統制推進担当に報告することとしている。 

なお、令和６年度においては、財務事務を執行してい

るすべての課等から、自己評価の報告がなされてい

る。 

・令和７年３月 31 日現在においては、設定したリスク

対応策や再発防止策を実施できていることを確認し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不備なし 
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評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

7-2 組織は、各職員

の業務遂行能力及

び各部署の資源等

を踏まえ、統制活

動についてその水

準を含め適切に管

理しているか。 

・事案の処理に関する意思決定は、処理する事案の重要

度に応じて決裁が受けられるよう、「千葉市病院局決

裁規程」に、処理する事案に応じた専決者を定めてい

る。 

・財務事務については、「千葉市病院局事務分掌規程」

及び「千葉市病院事業会計規程」に基づく経営企画課

長による支出負担行為の確認や支出の決定など、不正

又は誤謬等の行為が発生するリスクを減らすための

職務の分担を図っている。 

・重点取組リスクに関し、各課等が講じるリスク対応策

の参考となるよう対応策例を提示している。 

 

不備なし 

 

８ 組織は、権限と責任の明確化、職務の分離、適時かつ適切な承認、業務の結果の検討等

についての方針及び手続を明示し適切に実施しているか。 

評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

8-1 組織は、内部統

制の目的に応じ

て、以下の事項を

適切に行っている

か。 

1) 権限と責任の明

確化 

2) 職務の分離 

3) 適時かつ適切な

承認 

4) 業務の結果の検

討 

1) 権限と責任の明確化 

・権限と責任の明確化を図るため、「千葉市病院局事務

分掌規程」、「千葉市病院局決裁規程」、「千葉市病

院事業会計規程」などを定めている。 

2) 職務の分離 

・財務事務における職務の分離として、「千葉市病院局

事務分掌規程」及び「千葉市病院事業会計規程」に基

づく経営企画課長による支出負担行為の確認や支出

の決定などが行われている。 

3) 適時かつ適切な承認 

・適時、適切な承認を行うため、「千葉市病院局決裁規

程」等に基づく承認手続は内部管理システム及び病院

財務会計システムを用いて行っている。 

4) 業務の結果の検討 

・自己評価の結果を踏まえて、リスク管理シートの見直

しを検討している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不備なし 
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評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

8-2 組織は、内部統

制に係るリスク対

応策の実施結果に

ついて、担当者に

よる報告を求め、

事後的な評価及び

必要に応じた是正

措置を行っている

か。 

・「千葉市内部統制実施要綱」に準じ、所属長の職務と

して、所掌する業務に係る内部統制体制の整備・運用

の状況を定期的に確認すること及びリスクが発生し

たときは必要な再発防止策を講じた上で内部統制推

進担当に報告することとし、自己評価については年２

回、リスク発生事案については随時、内部統制推進担

当に報告することとしている。 

なお、令和６年度においては、財務事務を執行してい

るすべての課等から自己評価の報告がなされている。 

・各課等では、自己評価によるリスク対応策の実施状況

の振り返りやリスクの発生状況を踏まえ、適宜リスク

対応策の見直しを行っている。 

・リスク発生の報告があった事案については、内部統制

推進担当が中心となってリスク発生前の対応策の実

施状況やリスク発生後の再発防止策の実施状況を確

認しており、今後も継続する事業においては、リスク

が発生したいずれの課等においても再発防止に向け

た措置を講じていることを確認している。 

 

不備なし 

 

【基本的要素】情報と伝達 

９ 組織は、内部統制の目的に係る信頼性のある十分な情報を作成しているか。 

評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

9-1 組織は、必要な

情報について、信

頼ある情報が作成

される体制を構築

しているか。 

・「千葉市公文書管理規則」に基づき、所管課に文書主

任及び文書副主任を置くなど必要な体制を構築して

いる。 

・事案の意思決定に当たっては、原則として文書管理シ

ステムにより起案して行わなければならないことを

「千葉市公文書管理規則」に定めている。 

不備なし 

9-2 組織は、必要な

情報について、費

用対効果を踏まえ

つつ、外部からの

情報を活用するこ

とを図っている

か。 

・国や地方自治体の政策情報を入手するため新聞購読や

通信社からの情報配信サービス等を活用したり、市民

等からの意見や情報等を市政に反映させるため「市長

への手紙」を活用したりしている。 

・外部からメール等で送られた情報は、ＣＨＡＩＮＳの

庁内掲示板やメールを活用して関係者間での情報共

有を図っている。 

不備なし 

9-3 組織は、住民の

情報を含む、個人

情報等について、

適切に管理を行っ

ているか。 

・個人情報の適正な取扱いの確保を図るため、「千葉市

個人情報の保護に関する法律施行条例」、「千葉市個

人情報の保護に関する法律施行細則」及び「千葉市の

保有する個人情報の適切な管理のための措置に関す

る指針」を遵守しているほか、個人情報を含む情報の

セキュリティ対策を実施するため、「千葉市情報セキ

ュリティ対策基本方針」及び「千葉市情報セキュリテ

ィ対策基準」を遵守している。 

・外部に送信するメールは自動的にＢＣＣ送信されるよ

う仕様を改めるなど、ヒューマンエラーによるメール

アドレスの漏えい防止に向けた対策も講じている。 

不備なし 
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10 組織は、組織内外の情報について、その入手、必要とする部署への伝達及び適切な管

理の方針と手続を定めて実施しているか。 

評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

10-1 組織は、作成

された情報及び外

部から入手した情

報が、それらを必

要とする部署及び

職員に適時かつ適

切に伝達されるよ

うな体制を構築し

ているか。 

・作成または入手した情報について、それらを必要とす

る関係部署及び職員間で、それぞれ適時・適切に共有

するため、ＣＨＡＩＮＳ庁内掲示板や全庁フォルダ等

を整備・運用している。 

・市長部局に準じる事務に関するマニュアルや通知類

は、適時に適切な情報を取得できるようＣＨＡＩＮＳ

ポータルの「庁内マニュアルリンク集」を参照するこ

ととしている。 

 

 

不備なし 

10-2 組織は、組織

内における情報提

供及び組織外から

の情報提供に対し

て、かかる情報が

適時かつ適切に利

用される体制を構

築するとともに、

当該情報提供をし

たことを理由とし

て不利な取扱いを

受けないことを確

保するための体制

を構築している

か。 

  

・組織内外からの公益通報を適切に取り扱うため、「千

葉市職員等からの公益通報に関する要綱」に基づき、

公益通報の窓口や公益通報を受け付けたときの対応

などを明らかにしている。 

・公益通報者が不利益な取扱いを受けないよう、「千葉

市職員等からの公益通報に関する要綱」で、不利益取

扱いの禁止が定められているとともに、不利益な取扱

いを受けた職員等はその旨を申し出ることができる

こととしている。 
不備なし 

 

【基本的要素】モニタリング 

11 組織は、内部統制の基本的要素が存在し、機能していることを確かめるために、日常

的モニタリング及び独立的評価を行っているか。 

評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

11-1 組織は、内部

統制の整備及び運

用に関して、組織

の状況に応じたバ

ランスの考慮の下

で、日常的モニタ

リング及び独立的

評価を実施すると

ともに、それに基

づく内部統制の是

正及び改善等を実

施しているか。 

 

  

・各課等が年２回自己評価等を行うとともに、内部統制

評価担当が独立的評価を実施している。 

・「千葉市病院局事務分掌規程」及び「千葉市病院事業

会計規程」に基づく経営企画課長による支出負担行為

の確認や支出の決定などを行っている。 

 

不備なし 
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評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

11-2 モニタリング

又は監査委員等の

指摘により発見さ

れた内部統制の不

備について、適時

に是正及び改善の

責任を負う職員へ

伝達され、その対

応状況が把握さ

れ、モニタリング

部署又は監査委員

等に結果が報告さ

れているか。 

  

・「千葉市内部統制実施要綱」を準用し、所属長は、リ

スクの発生を認知したときは、速やかに局次長に報告

の上、講じた再発防止策とともに内部統制推進担当へ

報告することとしており、令和６年度は、延べ１５件

の運用上の不備が報告されている。 

なお、これらの運用上の不備に係る情報は、各課に情

報提供しているほか、市長部局に準じて監査委員事務

局にも定期的に報告している。 
不備なし 

 

【基本的要素】ＩＣＴへの対応 

12 組織は、内部統制の目的に係るＩＣＴ環境への対応を検討するとともに、ＩＣＴを利

用している場合には、ＩＣＴの利用の適切性を検討するとともに、ＩＣＴの統制を行っ

ているか。 

評価項目 整備・運用状況等 評価結果 

12-1 組織は、組織

を取り巻く ICT 環

境に関して、いか

なる対応を図るか

についての方針及

び手続を定めてい

るか。  

・「千葉市病院局電子情報処理規程」において、「職員

は、電子情報の処理にあたっては、個人情報の保護に

万全の措置を講ずるとともに、市民にとって適切で効

率的な行政運営が確保されるように努めなければな

らない」ことを定めている。 

不備なし 

12-2 内部統制の目

的のために、当該

組織における必要

かつ十分な ICT の

程度を検討した上

で、適切な利用を

図っているか。 

・情報システムの適切な利用を確保するため、情報シス

テムの開発(大規模な変更及び更新を含む。)を行おう

とするときは、「千葉市病院局電子情報処理規程」に

基づき、①市民サービスの向上、②経費の節減効果、

③事務処理の効率化及び簡素化、④既存の情報システ

ムの活用及び⑤情報セキュリティの確保について調

査検討を行い、必要に応じてＣＩＯ補佐監の意見を求

めた上で、情報総括管理者の承認を得ている。 

不備なし 

12-3  組織は、 ICT 

の全般統制とし

て、システムの保

守及び運用の管

理、システムへの

アクセス管理並び

にシステムに関す

る外部業者との契

約管理を行ってい

るか。 

  

・情報セキュリティ対策を統一的に実施するため「千葉

市情報セキュリティ対策基準」を定め、これに従って

管理を行っている。 

・「「業務委託」及び「外部サービスの利用」における

注意事項について」により、業務委託先事業者や外部

サービス提供事業者を選定する際の基準や、業務委託

を適切に管理するために整理・把握しておくべき事項

を示している。 

・「業務委託に係るガイドラインについて」及び「外部

サービス利用に係るガイドラインについて」により、

不備なし 
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外部業者の選定や契約の締結にあたり整理・把握して

おくべき事項を示している。 

 

12-4  組織は、 ICT 

の業務処理統制と

して、入力される

情報の網羅性や正

確性を確保する統

制、エラーが生じ

た場合の修正等の

統制、マスター・デ

ータの保持管理等

に関する体制を構

築しているか。 

・財務事務の処理に用いられる病院財務会計システム

は、入力される情報の網羅性や正確性を確保するた

め、操作マニュアルを作成しているほか、必須の入力

項目は色付けされて表示され、当該項目の入力がなさ

れないと更新できない仕様とするなど、漏れや誤りの

防止に向けた機能を付加している。 

・決裁の過程で内容等の誤りを把握した場合は、当該誤

りを把握した者から起案者へ差戻が行われ、適時修正

を行っている。 

・「千葉市情報セキュリティ対策基準」に基づき、情報

システムに障害が生じた場合の措置及び電子情報の

バックアップに関することを、情報システムを所管す

る課等の長の責務としている。 

不備なし 

 

イ 業務レベルの内部統制の評価 

（ア）整備状況 

課等が設定したリスク対応策について、評価基準日においてリスク対応

策がすべて実施されていることなどから、有効に整備されていると判断し

ました。 

 

（イ）運用状況 

評価対象期間中において、１５件の運用上の不備があることを確認しま

した（類型別の件数は下表参照）。 

これら運用上の不備について、事案ごとに重大な不備に当たるかどうか

（大きな経済的・社会的不利益を生じさせたものと言えるかどうか）を検

討しましたが、重大な不備と認められるものは確認されなかったことから、

評価対象期間中において、有効に運用されていると判断しました。 

なお、発生した不備については、該当の課等において是正措置を講じてお

ります。 

 

＜参考＞運用上の不備の類型別発生件数 

（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

類型 発生件数 

支出 支払遅延 １３ 

 支払額の誤り ２ 

合計 １５ 
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千葉市内部統制評価報告書審査意見 
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７監査報告第６号     

令和７年８月６日     

 

 千葉市長 神 谷 俊 一  様 

 

千葉市監査委員 宍 倉 輝 雄 

同       宮 原 清 貴 

同       石 井 茂 隆 

同       青 山 雅 紀 

     

  

令和６年度千葉市内部統制評価報告書の審査意見について 

 

 

 地方自治法第１５０条第５項の規定により審査に付された令和６年度千葉

市内部統制評価報告書を審査したので、次のとおり意見を提出します。 
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令和６年度千葉市内部統制評価報告書審査意見 

 

第１ 審査の対象 

   令和６年度千葉市内部統制評価報告書（以下「評価報告書」という。） 

 

第２ 審査の期間 

   令和７年６月２日から同年８月６日まで 

 

第３ 審査の着眼点 

   主な着眼点を次のとおり設定した。 

 １ 評価手続に係る記載の審査 

市長による評価が評価手続に沿って適切に実施されたか 

２ 評価結果に係る記載の審査 

内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているか 

 

第４ 審査の主な実施内容 

   審査は、千葉市監査基準に基づき実施した。 

なお、審査に付された評価報告書及び令和６年度内部統制評価計画（以下「評価計画」という。）

のほか、内部統制の整備・運用状況及び評価に係る資料について、必要に応じて関係部局に説明を

求めるとともに、監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為によって得られ

た知見を活用し、審査を行った。 

 

第５ 審査の日程 

日 付 内  容 

令和７年７月１６日 概況説明の聴取 令和７年度第７回監査委員会議 

令和７年８月 ６日 復命 令和７年度第１０回監査委員会議 

   

第６ 審査の結果 

上記のとおり審査した限りにおいて、評価手続及び評価結果に係る記載の相当性については次の

とおりであった。 

１ 市長による内部統制の評価の内容 

（１）評価手続 

   評価対象期間  令和６年度 

   評価基準日   令和７年３月３１日 

   評価対象事務  財務に関する事務 

   評価方法    「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」（平成 31

年３月総務省公表。令和６年３月改定。以下「ガイドライン」という。）に準拠
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して実施 

（２）評価結果 

 評価対象期間中の運用上の重大な不備を把握したため、有効に運用されていない。 

 

２ 評価手続に係る記載の相当性 

（１）審査結果 

    評価手続に係る記載は相当であると認められる。 

（２）理由 

内部統制対象事務について網羅的に評価されているか、評価項目に対応する内部統制の整備状

況及び運用状況が適切に把握されているか、評価が形骸化していないか、といった点に着眼し、

評価対象期間、評価基準日、評価対象事務及び評価方法について、評価報告書に適切な内容が記

されているか、及び記された内容をもとに適切に評価を実施されているかを検討した。評価方法

については、内部統制の不備の有無の把握、有効性の判断、重大な不備に当たるか否かの判断が

適切に行われるものとなっているか確認した。 

その結果、おおむね必要な手続が評価計画に定められていること及びこれに基づき評価が実施

されていることが確認できた。 

   ただし、業務レベルの内部統制の運用状況の評価において、評価対象期間後に新たな事実が判

明した場合に、それを把握する仕組みやその評価のやり方に検討すべき点が見受けられた。 

ついては、評価時に必要な事実が適切に把握できるような仕組みや、評価対象期間後に新たな

事実等が判明した場合における評価のやり方を整理する必要があると考える。 

 

３ 評価結果に係る記載の相当性 

（１）審査結果  

    評価結果に係る記載は相当であると認められる。 

（２）理由 

評価の過程において把握した不備が重大な不備に当たるか否かについて適切に判断されてい

るかに着眼し、内部統制が有効に整備・運用されているか否かに係る記載の相当性について検討

した。 

その結果、不備の重大性及び内部統制の有効性の判断基準が評価計画に定められ、これらに基

づき、２事案を運用上の重大な不備として内部統制が有効に運用されていないとの判断が行われ

たことが確認できた。  

 

 第７ 意見 

     市長による令和６年度の内部統制においては、リスクの発生が予見される時期に合わせて、対応

策等を１枚で簡潔に示し、かつ、図表を用いたわかりやすい「内部統制ニュース」を発行し、職員

が適切にリスクを認識し、そのコントロールを積極的に図れるよう働きかけるなどの有意義な取組

が見られた。引き続きＰＤＣＡサイクルを積み重ね、本市の内部統制を強化していくため、以下の

とおり意見を付する。 
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  １ リスク管理シートの効果的な活用等について 

 地方自治法に基づく内部統制制度が開始して５年が経過し、各所管課において適宜適切なリスク

が識別され、リスク管理シートがおおむね効果的に活用されている状況にあることが認められる。 

一方で、一部の所管課においては、過去に監査で指摘された事項がリスク管理シートに反映され

ておらず、効果的に活用されていると言い難い事例が見受けられた。その他にも、所管課において

顕在化していないリスクが存在し得ることも懸念される。 

   この点については、ガイドラインの記載によると、リスク管理シートの作成等に当たり、「自らの

団体における過去の不祥事例、監査委員からの指摘、監査委員との意見交換、他団体等において問

題となった不祥事例」をリスク識別の際に参考とすることが示されており、本市のマニュアルにお

いても同種の記載がなされている。 

   ついては、内部統制推進担当において、過去に監査で指摘された事項が適切にリスク管理シート

に反映されるよう取り組まれたい。併せて、他団体で発生した重大な不備の事例等を収集し、本市

においても同様に発生が予見されるリスクについて、関係課へ周知を図られたい。 


